
千葉市手話通訳者派遣事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この事業は、聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を支援するため、手話を

用いて通訳の業務を行う者（以下「手話通訳者」という。）を派遣することにより、聴覚

障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 事業の実施主体は千葉市とする。ただし、事業の実施は、社会福祉法人等（以下

「事業実施者」という。）に委託して行うことができる。 

（派遣対象者） 

第３条 手話通訳者の派遣の対象となる者は、次の（１）から（４）の各号のすべてに該

当する者又は（５）に該当する団体とする。 

（１）本市に住所を有する者であること。 

（２）身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等であること。 

（３）原則として１８歳以上の者であること。 

（４）派遣対象理由に該当する者であること。 

（５）市長が特に認めた団体 

（派遣対象理由） 

第４条 手話通訳者の派遣の対象となる理由は、次のいずれかに該当する場合で、かつ、

適当な意思伝達の仲介機能の任に当たる者が得られない場合とする。ただし、継続的又

は長期的に派遣が必要とされる場合は、除くものとする。 

（１）公的機関及び医療機関での用務等社会通念上必要不可欠な場合 

（２）会議、講演会等に参加する場合 

（３）その他市長が必要と認めた場合 

（派遣の区域） 

第５条 派遣の区域は、原則として市内とする。ただし、市外において適切な手話通訳者

が得られない場合は、千葉県内及び県外の他市区町村についても派遣できるものとする。 

（派遣の申し込み） 

第６条 手話通訳者の派遣を希望する者は、派遣を希望する日の１週間前までに、市長に

申し込みをするものとする。ただし、緊急の場合は、ファクシミリ等の方法により派遣

の申し込みをできるものとする。この場合は、速やかに手続を行うものとする。 

（通訳者の派遣） 

第７条 市長は、手話通訳者の派遣の申し込みを受けたときは、事業実施者に派遣を依頼

し、事業実施者は登録した手話通訳者の中から適当と思われる者を選定し、派遣するも

のとする。 

（利用者負担） 



第８条 利用者（手話通訳者の派遣を受ける者をいう。以下同じ。）の費用負担は、原則と

して無料とする。ただし、手話通訳者が派遣された場所から利用者と同行しての手話通

訳者の交通費は、利用者の負担とする。 

（活動報告） 

第９条 事業実施者は、毎月の手話通訳者の活動状況を市長に報告するものとする。 

（守秘義務） 

第１０条 手話通訳者は、その業務を行うに当たり、職務上知り得た秘密を他に漏らして

はならない。なお、手話通訳者の登録が抹消された後も同様とする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉局長が別に定める。 

  附 則 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 千葉市手話奉仕員・手話通訳者派遣事業実施要領は、廃止する。 

３ この要綱の施行前に千葉市手話奉仕員・手話通訳者派遣事業実施要領において登録さ

れている手話通訳者は、この要綱により登録された手話通訳者とみなす。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


